
中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略 イメージ 

 除去土壌等の福島県外最終処分に向けて、減容技術等の活用により、除去土壌等を処理し、再生利用の対象となる土壌等（浄化物）
の量を可能な限り増やし、最終処分量の低減を図る。 

 減容・再生利用技術開発の目標や優先順位を明確にし、減容・再生利用を実施するための基盤技術の開発を今後10年程度で一通り
完了し、処理の実施に移行する。 

 安全性の確保を大前提として、安全・安心に対する全国民的な理解の醸成を図りつつ、可能な分野から順次再生利用の実現を図る。 

 技術開発の進捗状況や再生利用の将来見込みを踏まえて、最終処分場の構造・必要面積等について一定の選択肢を提示する。 

減容・再生利用など各取組に関する情報発信、対話型・参加型の理解・信頼醸成活動の実施 
必要な体制整備（関係機関等との連携、人材育成等） 
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